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７

月

�

日

号

で

は

、

令

和

６

年

度

財

務

省

・

国

税

庁

の

定

期

人

事

異

動

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

主 な 記 事

土壌汚染地等の評価で情報 ２面

会計士協会が税制改正で意見 ２面

特例終了後の事業承継税制を検討へ ３面

７年度の国税審判官を募集 ４面

贈与財産等の概要

　

贈与日

（令和）

贈与者 種類

贈与時の

価額

贈与

税額

① ６年１月�日 甲 株式 �万円

９万円

② ６年６月�日 乙 現金 １８０万円

③ ７年２月１日 甲 現金 �万円

�万円④ ７年５月�日 乙 現金 １５０万円

⑤ ７年�月７日 甲 土地 １００万円

※子Ｘは相続時精算課税を選択していない。

　

国

税

庁

は

５

日

、

「

相

続

税

及

び

贈

与

税

等

に

関

す

る

質

疑

応

答

事

例

（

令

和

５

年

度

税

制

改

正

関

係

）

に

つ

い

て

（

情

報

）

」

を

公

表

し

た

。

令

和

５

年

度

税

制

改

正

で

、

い

わ

ゆ

る

資

産

移

転

の

時

期

の

選

択

に

よ

り

中

立

的

な

税

制

の

構

築

等

が

行

わ

れ

、

６

年

１

月

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

伴

い

、

相

続

開

始

前

７

年

以

内

に

贈

与

が

あ

っ

た

場

合

の

相

続

税

額

関

係

と

相

続

時

精

算

課

税

関

係

を

中

心

に

質

疑

応

答

事

例

を

取

り

ま

と

め

た

。

　

国

税

庁

は

８

日

、

税

制

改

正

等

に

伴

い

変

更

を

予

定

し

て

い

る

年

末

調

整

関

係

書

類

の

様

式

案

を

公

表

し

た

。

主

な

改

正

事

項

が

示

さ

れ

て

お

り

、

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

で

は

、

簡

易

な

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

申

告

書

（

６

月

�

日

号

２

面

参

照

）

と

し

て

利

用

で

き

る

よ

う

に

、

例

え

ば

、

「

前

年

か

ら

異

動

な

し

」

と

記

載

す

る

た

め

の

余

白

を

設

け

る

レ

イ

ア

ウ

ト

修

正

が

行

わ

れ

て

い

る

＝

写

真

。

様

式

の

確

定

版

は

令

和

６

年

９

月

下

旬

に

公

表

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

回

公

表

さ

れ

た

様

式

案

は

、

①

令

和

６

年

分

給

与

所

得

者

の

保

険

料

控

除

申

告

書

、

②

令

和

６

年

分

給

与

所

得

者

の

基

礎

控

除

申

告

書

兼

給

与

所

得

者

の

配

偶

者

控

除

等

申

告

書

兼

年

末

調

整

に

係

る

定

額

減

税

の

た

め

の

申

告

書

兼

所

得

金

額

調

整

控

除

申

告

書

、

③

令

和

７

年

分

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

、

④

令

和

７

年

分

給

与

所

得

者

の

源

泉

徴

収

簿

。

　

①

の

給

与

所

得

者

の

保

険

料

控

除

申

告

書

で

は

、

生

命

保

険

料

に

お

け

る

受

取

人

等

に

つ

い

て

、

申

告

者

と

の

続

柄

を

記

載

す

る

欄

が

削

除

さ

れ

て

い

る

。

　

②

で

は

、

定

額

減

税

に

係

る

記

載

欄

が

追

加

さ

れ

て

い

る

。

　

④

で

は

、

裏

面

に

６

年

分

の

年

末

調

整

に

使

用

で

き

る

計

算

欄

が

追

加

さ

れ

て

い

る

。

追

加

さ

れ

た

計

算

欄

は

、

定

額

減

税

の

計

算

に

対

応

す

る

た

め

の

も

の

で

あ

り

、

７

年

分

の

年

末

調

整

の

計

算

に

は

使

用

で

き

な

い

と

し

て

、

７

年

分

は

表

面

を

使

用

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

質

疑

は

、

相

続

開

始

前

７

年

以

内

に

贈

与

が

あ

っ

た

場

合

の

相

続

税

額

関

係

で

２

問

、

相

続

時

精

算

課

税

関

係

で

５

問

、

在

外

財

産

に

対

す

る

相

続

税

額

の

控

除

関

係

で

１

問

、

非

上

場

株

式

等

に

つ

い

て

の

贈

与

税

・

相

続

税

の

納

税

猶

予

関

係

で

２

問

、

特

定

計

画

山

林

に

つ

い

て

の

相

続

税

の

課

税

価

格

の

計

算

の

特

例

関

係

で

１

問

、

国

税

通

則

法

関

係

で

２

問

の

合

計

�

問

。

　

こ

の

う

ち

、

相

続

開

始

前

７

年

以

内

に

贈

与

が

あ

っ

た

場

合

の

相

続

税

額

関

係

で

は

、

子

Ｘ

が

父

・

甲

と

母

・

乙

か

ら

贈

与

で

表

の

よ

う

な

財

産

を

取

得

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

令

和

�

年

６

月

�

日

に

甲

が

死

亡

し

た

ケ

ー

ス

で

甲

の

死

亡

に

係

る

相

続

税

の

課

税

価

格

に

加

算

さ

れ

る

金

額

と

、

そ

の

相

続

税

額

か

ら

控

除

さ

れ

る

暦

年

課

税

分

の

贈

与

税

額

控

除

の

金

額

を

問

う

も

の

（

問

１

―

１

）

が

あ

る

。

答

え

と

し

て

相

続

税

の

課

税

価

格

に

加

算

さ

れ

る

金

額

は

１

０

０

万

円

、

暦

年

課

税

分

の

贈

与

税

額

控

除

の

金

額

は

�

万

４

０

０

０

円

と

な

る

が

、

詳

細

な

解

説

が

加

え

ら

れ

て

い

る

。

　

前

提

と

し

て

５

年

度

改

正

で

、

暦

年

課

税

で

贈

与

を

受

け

た

財

産

を

相

続

財

産

に

加

算

す

る

期

間

が

相

続

開

始

前

３

年

間

か

ら

７

年

間

に

延

長

さ

れ

、

延

長

さ

れ

た

４

年

間

に

受

け

た

贈

与

の

う

ち

総

額

１

０

０

万

円

ま

で

は

相

続

財

産

に

加

算

し

な

い

（

１

０

０

万

円

控

除

）

と

す

る

見

直

し

が

行

わ

れ

た

。

　

本

事

例

で

は

、

甲

の

死

亡

に

係

る

加

算

対

象

期

間

（

令

和

６

年

１

月

１

日

か

ら

令

和

�

年

６

月

�

日

ま

で

の

間

）

内

に

暦

年

課

税

に

係

る

贈

与

で

取

得

し

た

財

産

（

①

、

③

、

⑤

）

が

加

算

対

象

贈

与

財

産

に

該

当

す

る

こ

と

に

な

る

。

た

だ

、

①

と

③

は

延

長

さ

れ

た

４

年

間

に

受

け

た

贈

与

で

１

０

０

万

円

控

除

の

対

象

と

な

り

、

そ

の

合

計

額

は

１

０

０

万

円

以

下

な

の

で

、

相

続

税

の

課

税

価

格

に

加

算

さ

れ

る

金

額

は

０

円

と

な

る

。

そ

し

て

相

続

の

開

始

３

年

以

内

に

取

得

し

た

財

産

の

価

額

は

⑤

の

１

０

０

万

円

と

な

り

、

こ

の

１

０

０

万

円

が

相

続

税

の

課

税

価

格

に

加

算

さ

れ

る

。

　

他

方

、

相

続

税

額

か

ら

控

除

さ

れ

る

暦

年

課

税

分

の

贈

与

税

額

控

除

の

金

額

の

計

算

に

当

た

っ

て

は

、

６

年

分

の

贈

与

税

額

９

万

円

と

７

年

分

の

贈

与

税

額

�

万

円

を

、

そ

れ

ぞ

れ

甲

か

ら

の

贈

与

の

割

合

に

応

じ

て

振

り

分

け

（

６

年

分

は

合

計

２

０

０

万

円

の

う

ち

�

万

円

、

７

年

分

は

合

計

３

０

０

万

円

の

う

ち

１

５

０

万

円

）

。

そ

う

す

る

と

、

６

年

分

が

９

０

０

０

円

、

７

年

分

が

９

万

５

０

０

０

円

と

な

り

、

こ

の

合

計

額

�

万

４

０

０

０

円

が

同

贈

与

税

額

控

除

の

金

額

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

別

の

質

疑

で

は

相

続

時

精

算

課

税

選

択

届

出

書

を

単

独

で

提

出

し

た

後

に

贈

与

税

の

期

限

後

申

告

書

を

提

出

す

る

場

合

の

相

続

時

精

算

課

税

の

適

用

の

可

否

（

問

２

―

１

）

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ７ �

第３６１１号
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自

治

体

に

お

い

て

新

築

住

宅

等

へ

の

太

陽

光

パ

ネ

ル

設

置

を

義

務

化

す

る

動

き

が

広

が

っ

て

い

る

。

東

京

都

と

川

崎

市

は

、

令

和

７

年

４

月

か

ら

大

手

ハ

ウ

ス

メ

ー

カ

ー

等

が

供

給

す

る

新

築

住

宅

等

を

義

務

化

の

対

象

と

す

る

と

し

て

お

り

、

相

模

原

市

と

千

葉

県

松

戸

市

で

も

義

務

化

を

検

討

し

て

い

る

★

住

宅

性

能

等

の

基

準

変

更

は

税

制

に

も

影

響

す

る

。

７

年

４

月

か

ら

原

則

全

て

の

新

築

住

宅

等

に

省

エ

ネ

基

準

適

合

が

義

務

付

け

ら

れ

る

こ

と

に

伴

い

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

先

行

し

て

省

エ

ネ

基

準

適

合

が

要

件

化

さ

れ

て

い

る

★

�

年

度

以

降

は

省

エ

ネ

性

能

の

よ

り

高

い

Ｚ

Ｅ

Ｈ

（

ゼ

ッ

チ

）

水

準

へ

の

引

上

げ

が

検

討

さ

れ

て

お

り

、

こ

ち

ら

も

税

制

に

影

響

が

あ

り

そ

う

だ

。

省

エ

ネ

基

準

や

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

の

適

合

、

太

陽

光

パ

ネ

ル

の

設

置

は

、

電

気

代

の

削

減

な

ど

の

メ

リ

ッ

ト

も

あ

る

が

、

住

宅

価

格

の

上

昇

に

も

つ

な

が

る

の

で

、

購

入

者

に

と

っ

て

は

頭

の

痛

い

問

題

だ

。

（

Ｔ

）

　

国

税

庁

は

５

日

、

「

土

壌

汚

染

地

等

の

評

価

の

考

え

方

に

つ

い

て

（

情

報

）

」

（

令

和

６

年

６

月

�

日

）

を

公

表

し

た

。

土

壌

汚

染

地

の

評

価

と

埋

蔵

文

化

財

包

蔵

地

の

評

価

に

つ

い

て

、

現

行

に

お

け

る

課

税

実

務

上

の

取

扱

い

を

踏

ま

え

、

改

め

て

そ

の

考

え

方

を

整

理

・

明

確

化

し

た

と

し

て

い

る

。

埋

蔵

文

化

財

包

蔵

地

に

つ

い

て

は

、

現

行

の

取

扱

い

が

、

「

土

壌

汚

染

地

の

評

価

に

準

じ

て

評

価

す

る

」

と

さ

れ

て

お

り

、

今

回

公

表

さ

れ

た

同

情

報

に

お

い

て

、

基

本

的

な

考

え

方

や

埋

蔵

文

化

財

包

蔵

地

の

意

義

等

、

評

価

方

法

の

ほ

か

、

埋

蔵

文

化

財

包

蔵

地

の

減

価

要

否

の

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

１

日

、

相

続

税

の

申

告

の

し

か

た

（

令

和

６

年

分

用

）

と

相

続

税

の

申

告

書

等

の

様

式

一

覧

（

令

和

６

年

分

用

）

を

公

表

し

た

。

法

人

版

と

個

人

版

の

事

業

承

継

税

制

の

適

用

要

件

及

び

提

出

書

類

チ

ェ

ッ

ク

シ

ー

ト

な

ど

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

申

告

書

等

の

様

式

で

は

、

第

�

表

（

相

続

税

が

か

か

る

財

産

の

明

細

書

）

が

改

訂

さ

れ

て

い

る

。

６

年

１

月

分

以

降

用

と

な

る

。

た

だ

し

、

６

年

分

の

相

続

税

の

申

告

に

お

い

て

は

、

暫

定

的

な

対

応

と

し

て

、

旧

様

式

（

２

年

４

月

分

以

降

用

）

の

第

�

表

の

提

出

も

可

能

と

し

て

い

る

（

６

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

　

国

土

交

通

省

は

６

月

�

日

、

令

和

５

年

度

末

時

点

の

空

家

対

策

特

別

措

置

法

の

施

行

状

況

等

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

相

続

し

た

空

き

家

に

係

る

譲

渡

所

得

の

３

０

０

０

万

円

特

別

控

除

の

適

用

に

必

要

と

な

る

被

相

続

人

居

住

用

家

屋

等

確

認

書

の

交

付

件

数

（

５

年

度

）

は

、

前

年

度

比

４

・

９

％

増

の

１

万

３

７

１

１

件

だ

っ

た

。

同

特

例

が

創

設

さ

れ

た

平

成

�

年

度

以

降

、

同

確

認

書

の

交

付

件

数

は

毎

年

増

え

て

お

り

、

７

年

連

続

の

増

加

と

な

る

。

同

確

認

書

の

総

交

付

件

数

は

７

万

７

３

５

７

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

確

認

書

は

、

同

特

例

の

対

象

と

な

る

被

相

続

人

居

住

用

家

屋

等

に

該

当

す

る

こ

と

に

つ

い

て

、

売

っ

た

資

産

の

所

在

地

を

管

轄

す

る

市

区

町

村

に

申

請

を

し

て

交

付

を

受

け

る

。

ほ

か

の

要

件

に

よ

り

同

特

例

を

適

用

で

き

な

い

場

合

も

あ

る

た

め

、

確

認

書

の

交

付

件

数

と

適

用

件

数

は

異

な

る

場

合

が

あ

る

。

　

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

同

特

例

の

対

象

と

な

る

譲

渡

に

つ

い

て

、

家

屋

の

譲

渡

後

、

譲

渡

の

日

の

属

す

る

年

の

翌

年

２

月

�

日

ま

で

に

建

物

の

耐

震

改

修

工

事

ま

た

は

取

壊

し

を

行

っ

た

場

合

も

適

用

を

受

け

ら

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

お

り

、

こ

の

拡

充

に

つ

い

て

は

、

６

年

１

月

１

日

以

降

の

譲

渡

が

対

象

と

な

っ

て

い

る

。

　

相

続

税

に

お

け

る

土

壌

汚

染

地

の

評

価

は

、

財

産

評

価

基

本

通

達

で

は

な

く

、

「

土

壌

汚

染

地

の

評

価

等

の

考

え

方

に

つ

い

て

（

情

報

）

」

（

平

成

�

年

７

月

５

日

）

で

示

さ

れ

て

い

る

。

　

今

回

公

表

さ

れ

た

情

報

で

は

、

主

な

変

更

点

と

し

て

、

①

土

壌

汚

染

対

策

法

（

平

成

�

年

２

月

�

日

施

行

）

の

改

正

な

ど

に

伴

い

、

同

法

の

概

要

が

修

正

、

②

「

土

壌

汚

染

地

の

意

義

等

」

の

項

目

が

追

加

、

③

評

価

方

法

に

お

け

る

浄

化

・

改

善

費

用

に

相

当

す

る

金

額

に

お

い

て

、

解

説

が

追

加

等

さ

れ

て

い

る

。

　

土

壌

汚

染

地

の

意

義

等

で

は

、

土

壌

汚

染

地

と

し

て

評

価

す

る

土

地

は

、

課

税

時

期

に

お

い

て

、

特

定

有

害

物

質

に

よ

る

汚

染

状

態

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

し

な

い

と

認

め

ら

れ

る

土

地

と

す

る

が

、

以

下

の

留

意

点

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

①

土

壌

汚

染

の

可

能

性

が

あ

る

な

ど

の

潜

在

的

な

段

階

で

は

、

土

壌

汚

染

地

と

し

て

評

価

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

②

土

壌

汚

染

地

は

、

土

壌

汚

染

の

調

査

・

対

策

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

か

否

か

に

か

か

わ

ら

ず

、

特

定

有

害

物

質

に

よ

る

汚

染

状

態

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

し

な

い

と

認

め

ら

れ

る

土

地

を

い

う

。

　

③

土

壌

汚

染

対

策

法

に

規

定

す

る

要

措

置

区

域

の

指

定

が

さ

れ

て

い

る

場

合

ま

た

は

同

法

に

規

定

す

る

形

質

変

更

時

要

届

出

区

域

の

指

定

が

さ

れ

て

い

る

場

合

に

は

、

特

定

有

害

物

質

に

よ

る

汚

染

状

態

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

し

な

い

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

た

め

、

い

ず

れ

の

場

合

も

「

土

壌

汚

染

地

」

に

該

当

す

る

。

　

評

価

方

法

に

お

け

る

浄

化

・

改

善

費

用

に

相

当

す

る

金

額

で

は

、

路

線

価

等

は

土

地

の

利

用

状

況

が

お

お

む

ね

同

一

と

認

め

ら

れ

る

地

域

ご

と

に

標

準

的

な

画

地

に

基

づ

い

て

設

定

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

、

汚

染

が

な

い

も

の

と

し

て

路

線

価

等

に

基

づ

き

評

価

し

た

価

額

か

ら

控

除

す

る

浄

化

・

改

善

費

用

に

相

当

す

る

金

額

に

つ

い

て

も

、

評

価

対

象

地

が

存

す

る

地

域

に

お

け

る

標

準

的

な

土

地

の

利

用

の

実

現

に

必

要

な

範

囲

の

浄

化

・

改

善

費

用

に

係

る

も

の

と

す

る

こ

と

が

相

当

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

評

価

対

象

地

が

存

す

る

地

域

に

お

け

る

標

準

的

な

土

地

の

利

用

状

況

を

踏

ま

え

、

浄

化

・

改

善

費

用

が

生

ず

る

蓋

然

性

が

低

い

と

認

め

ら

れ

る

土

地

に

つ

い

て

は

、

浄

化

・

改

善

費

用

に

相

当

す

る

金

額

は

な

い

も

の

と

し

て

取

り

扱

う

と

し

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

茂

木

哲

也

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

意

見

書

」

を

取

り

ま

と

め

て

公

表

し

た

。

第

一

部

「

税

制

の

在

り

方

に

関

す

る

提

言

」

と

、

第

二

部

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

個

別

意

見

」

の

二

部

構

成

。

　

こ

の

う

ち

、

「

提

言

」

に

お

け

る

「

経

済

社

会

構

造

の

変

化

、

少

子

高

齢

化

へ

の

対

応

に

つ

い

て

」

の

項

目

で

は

、

消

費

税

に

つ

い

て

小

規

模

な

納

税

義

務

者

の

計

算

を

簡

素

化

し

て

事

務

負

担

の

恒

久

的

な

軽

減

に

配

慮

す

る

こ

と

な

ど

を

掲

げ

て

い

る

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

施

行

に

関

連

し

て

、

免

税

事

業

者

の

課

税

事

業

者

へ

の

移

行

が

促

さ

れ

て

き

た

側

面

は

あ

る

も

の

の

、

事

務

負

担

や

税

負

担

の

増

加

を

理

由

に

、

制

度

開

始

後

も

免

税

事

業

者

の

ま

ま

で

あ

る

こ

と

を

選

ん

だ

小

規

模

な

事

業

者

は

多

く

存

在

し

て

い

る

と

指

摘

、

将

来

的

に

、

そ

の

よ

う

な

免

税

事

業

者

で

あ

る

小

規

模

な

事

業

者

も

課

税

事

業

者

へ

の

移

行

を

検

討

す

る

可

能

性

が

あ

る

が

、

そ

の

前

提

と

し

て

、

そ

の

よ

う

な

事

務

処

理

の

た

め

の

リ

ソ

ー

ス

が

豊

か

と

は

言

え

な

い

事

業

者

の

事

務

負

担

が

恒

久

的

に

軽

減

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

望

ま

し

い

と

し

て

、

今

後

、

免

税

事

業

者

が

課

税

事

業

者

に

移

行

す

る

に

際

し

て

の

障

壁

が

な

る

べ

く

低

く

な

る

よ

う

、

一

定

規

模

以

下

の

小

規

模

な

事

業

者

に

対

し

て

は

簡

易

課

税

制

度

と

は

別

途

に

今

回

の

２

割

特

例

を

恒

久

的

に

創

設

す

る

こ

と

な

ど

に

よ

り

、

一

層

の

負

担

軽

減

が

十

分

に

図

ら

れ

る

べ

き

で

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

「

個

別

意

見

」

に

お

け

る

「

政

策

意

見

」

の

項

目

で

は

、

昨

今

の

急

速

な

経

済

社

会

環

境

変

化

に

伴

う

税

法

に

お

け

る

金

額

基

準

等

の

見

直

し

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

少

額

の

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

基

準

金

額

は

、

平

成

�

年

度

に

お

い

て

�

万

円

未

満

と

定

め

ら

れ

て

以

降

に

お

い

て

は

改

正

が

な

さ

れ

て

お

ら

ず

、

一

括

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

基

準

金

額

も

同

年

度

に

�

万

円

以

上

�

万

円

未

満

と

さ

れ

て

以

降

は

改

正

さ

れ

て

お

ら

ず

、

中

小

企

業

者

等

の

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

基

準

金

額

も

ま

た

�

年

度

に

�

万

円

未

満

と

さ

れ

て

以

降

は

改

正

さ

れ

て

い

な

い

点

を

指

摘

、

こ

れ

ら

の

規

定

は

、

物

価

変

動

に

応

じ

て

見

直

さ

れ

て

き

た

と

は

言

い

難

い

な

ど

と

し

て

、

税

制

の

金

額

基

準

や

耐

用

年

数

は

、

物

価

変

動

や

技

術

革

新

と

い

っ

た

経

済

社

会

環

境

の

変

化

に

応

じ

て

適

時

に

改

正

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

中

小

企

業

庁

は

６

月

�

日

、

「

中

小

企

業

の

経

営

資

源

集

約

化

等

に

関

す

る

検

討

会

」

を

改

組

し

、

中

小

企

業

の

事

業

承

継

・

Ｍ

＆

Ａ

の

現

状

や

課

題

を

分

析

し

て

こ

れ

ら

を

一

層

推

進

し

て

い

く

た

め

に

必

要

な

施

策

の

基

本

的

な

方

向

性

を

検

討

す

る

「

中

小

企

業

の

事

業

承

継

・

Ｍ

＆

Ａ

に

関

す

る

検

討

会

」

を

設

置

し

た

。

２

日

に

公

表

さ

れ

た

第

１

回

会

議

資

料

で

は

、

い

く

つ

か

あ

る

主

要

課

題

の

う

ち

、

事

業

承

継

税

制

に

つ

い

て

最

大

限

の

活

用

に

向

け

た

検

討

を

す

る

と

し

て

お

り

、

具

体

的

に

現

在

の

特

例

に

お

け

る

役

員

３

年

要

件

の

見

直

し

や

第

三

者

へ

の

事

業

承

継

の

促

進

を

取

り

上

げ

て

い

る

。

同

時

に

税

制

の

実

績

の

分

析

・

評

価

と

位

置

づ

け

の

再

整

理

を

図

り

つ

つ

、

特

例

の

適

用

期

限

後

の

事

業

承

継

を

促

す

税

制

の

あ

り

方

に

つ

い

て

も

検

討

を

深

め

る

。

５年度の税収決算額（概数）

（単位：百万円）

税目

５月分

（前年比）

決算額概数

（前年比）

所

得

税

源泉分

１３，９４４

（１１８．７％）

１８，００１，５２２

（９６．１％）

申告分

９７，０４８

（１１９．４％）

４，０５１，４３５

（１０７．０％）

計

１１０，９９２

（１１９．３％）

２２，０５２，９５７

（９７．９％）

法人税

７，４８６，７３９

（１４４．２％）

１５，８６０，６１６

（１０６．２％）

相続税

２２５，６２２

（１２１．１％）

３，５６６，３２２

（１２０．１％）

消費税

４，４７４，６８９

（１１７．４％）

２３，０９２，２５８

（１００．１％）

酒税

９２，２５２

（９４．９％）

１，１８１，３９０

（９９．５％）

その他

２２２，５０５

（９７．９％）

６，３２２，６０５

（９８．２％）

一般会計

分　　計

１２，６１２，７９９

（１３１．３％）

７２，０７６，１４７

（１０１．３％）

　

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

は

�

年

間

の

時

限

措

置

と

し

て

創

設

さ

れ

た

。

適

用

期

限

は

令

和

９

年

�

月

末

ま

で

と

な

っ

て

お

り

、

残

り

３

年

半

を

切

っ

た

が

、

適

用

期

限

は

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

も

延

長

し

な

い

旨

が

打

ち

出

さ

れ

て

い

る

。

　

他

方

、

同

特

例

は

現

在

、

利

用

の

た

め

に

役

員

就

任

要

件

（

実

際

の

承

継

時

に

後

継

者

が

役

員

に

就

任

し

て

３

年

以

上

経

過

し

て

い

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

要

件

）

を

満

た

す

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

に

則

れ

ば

、

特

例

を

利

用

す

る

に

は

今

年

�

月

末

（

特

例

の

適

用

期

限

の

３

年

前

）

ま

で

に

後

継

者

が

役

員

に

就

任

し

て

い

る

必

要

が

あ

る

。

た

だ

、

来

年

以

降

に

事

業

承

継

の

検

討

を

本

格

化

さ

せ

よ

う

と

思

っ

て

い

る

者

に

と

っ

て

今

年

�

月

末

ま

で

に

後

継

者

を

役

員

に

就

任

さ

せ

る

こ

と

は

難

し

い

と

の

指

摘

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

政

府

が

６

月

に

閣

議

決

定

し

た

「

新

し

い

資

本

主

義

の

グ

ラ

ン

ド

デ

ザ

イ

ン

及

び

実

行

計

画

２

０

２

４

年

改

訂

版

」

で

同

要

件

を

見

直

す

方

針

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

検

討

会

で

は

、

こ

の

見

直

し

を

検

討

す

る

。

　

ま

た

、

第

三

者

へ

の

事

業

承

継

の

促

進

に

つ

い

て

は

会

議

資

料

に

よ

る

と

、

先

代

経

営

者

が

従

業

員

等

の

第

三

者

に

株

式

を

承

継

す

る

場

合

、

先

代

経

営

者

に

は

自

社

株

式

を

換

金

し

た

い

と

い

う

思

い

が

あ

る

一

方

、

従

業

員

等

は

買

取

資

金

が

不

足

す

る

問

題

が

生

じ

得

る

。

こ

の

よ

う

な

場

合

、

時

価

未

満

に

よ

る

譲

渡

、

い

わ

ゆ

る

低

額

譲

渡

に

よ

る

取

引

や

一

部

の

株

式

を

譲

渡

し

つ

つ

、

一

部

の

株

式

を

贈

与

す

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

。

　

し

か

し

、

低

額

譲

渡

は

現

在

、

事

業

承

継

税

制

の

対

象

に

な

っ

て

お

ら

ず

、

一

部

譲

渡

・

一

部

贈

与

は

運

用

面

で

の

整

理

が

必

要

と

な

る

可

能

性

が

あ

る

と

指

摘

し

て

お

り

、

こ

う

し

た

点

の

改

善

に

向

け

た

議

論

を

行

う

見

込

み

だ

。

　

加

え

て

、

特

例

終

了

後

の

事

業

承

継

を

促

す

税

制

の

あ

り

方

に

つ

い

て

も

検

討

を

深

め

る

。

　

　

財

務

省

は

３

日

、

令

和

５

年

度

一

般

会

計

税

収

の

決

算

額

（

概

数

）

を

公

表

し

た

（

表

参

照

）

。

　

決

算

額

は

、

前

年

度

比

１

・

３

％

増

の

�

兆

７

６

１

億

円

で

、

初

め

て

�

兆

円

を

超

え

た

前

年

度

を

９

３

８

８

億

円

上

回

り

、

４

年

連

続

で

過

去

最

高

を

更

新

し

た

。

　

円

安

に

よ

り

輸

出

企

業

を

中

心

と

し

て

好

業

績

だ

っ

た

こ

と

に

よ

り

法

人

税

が

大

き

く

伸

び

た

ほ

か

、

物

価

の

上

昇

を

反

映

し

消

費

税

収

が

伸

び

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

税

収

が

増

加

し

、

補

正

後

予

算

額

�

兆

６

１

１

０

億

円

を

２

兆

４

６

５

１

億

円

上

振

れ

た

。

　

税

目

別

に

見

る

と

、

所

得

税

は

、

雇

用

・

賃

金

の

増

加

で

給

与

所

得

が

増

え

、

株

式

・

土

地

市

場

の

好

況

に

よ

り

譲

渡

所

得

も

増

え

た

が

、

昨

年

�

月

１

日

以

後

に

支

払

わ

れ

る

親

子

間

配

当

の

源

泉

徴

収

取

り

止

め

の

制

度

変

更

の

影

響

で

配

当

所

得

が

減

少

し

同

２

・

１

％

減

の

�

兆

５

２

９

億

円

と

前

年

度

を

４

６

８

７

億

円

下

回

っ

た

。

　

一

方

、

法

人

税

は

、

同

６

・

２

％

増

の

�

兆

８

６

０

６

億

円

で

、

前

年

度

よ

り

も

９

２

０

８

億

円

増

加

。

補

正

後

予

算

額

よ

り

約

１

兆

２

０

０

０

億

円

上

振

れ

、

平

成

３

年

（

�

兆

６

０

０

０

億

円

）

以

来

の

高

水

準

だ

っ

た

。

同

省

は

、

「

原

材

料

費

高

騰

分

の

商

品

価

格

転

嫁

の

進

展

、

円

安

の

進

行

、

株

価

の

上

昇

等

に

よ

り

、

特

に

３

月

決

算

法

人

の

５

月

の

税

収

が

か

な

り

上

が

っ

た

」

と

説

明

し

て

い

る

。

　

消

費

税

は

、

輸

入

に

係

る

も

の

は

減

少

し

た

が

国

内

消

費

が

堅

調

に

推

移

し

、

同

０

・

１

％

増

の

�

兆

９

２

２

億

円

で

過

去

最

高

だ

っ

た

。

昨

年

�

月

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

た

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

影

響

に

つ

い

て

は

、

「

申

告

書

の

提

出

が

ま

だ

完

全

に

終

わ

っ

て

い

な

い

の

で

、

今

は

分

析

が

で

き

て

い

な

い

」

と

し

て

い

る

。

（

３

日

）

国

税

庁

長

官

官

房

付

（

財

務

省

大

臣

官

房

付

＜

外

務

省

経

済

協

力

開

発

機

構

日

本

政

府

代

表

部

一

等

書

記

官

＞

）

　

　

　

　

　

新

納

　

　

怜

（

５

日

）

国

税

庁

長

官

（

理

財

局

長

）

奥

　

　

達

雄

東

京

国

税

局

長

（

国

税

庁

次

長

）

星

屋

　

和

彦

国

税

庁

次

長

（

財

務

省

大

臣

官

房

審

議

官

＜

主

税

局

担

当

＞

）

小

宮

　

敦

史

国

税

庁

徴

収

部

長

（

札

幌

国

税

局

長

）

田

島

　

伸

二

兼

札

幌

国

税

局

長

心

得

（

札

幌

国

税

局

総

務

部

長

）

首

藤

　

好

明

大

臣

官

房

審

議

官

＜

主

税

局

担

当

＞

（

国

税

庁

長

官

官

房

審

議

官

）

　

植

松

　

利

夫

国

税

庁

長

官

官

房

審

議

官

（

厚

生

労

働

省

大

臣

官

房

審

議

官

）

斎

須

　

朋

之

大

臣

官

房

審

議

官

＜

主

税

局

担

当

＞

（

国

税

庁

課

税

部

長

）

田

原

　

芳

幸

国

税

庁

課

税

部

長

（

福

岡

国

税

局

長

兼

税

務

大

学

校

福

岡

研

修

所

長

）

　

高

橋

　

俊

一

福

岡

国

税

局

長

兼

税

務

大

学

校

福

岡

研

修

所

長

（

大

臣

官

房

付

）

大

石

　

一

郎

国

税

不

服

審

判

所

次

長

＜

国

税

審

判

官

＞

（

大

臣

官

房

公

文

書

監

理

官

）

　

高

野

　

寿

也

大

阪

税

関

長

（

仙

台

国

税

局

長

）

清

水

　

雄

策

仙

台

国

税

局

長

（

大

臣

官

房

付

）

中

村

　

広

樹

大

臣

官

房

付

（

大

阪

国

税

局

長

）

堀

内

　

　

斉

大

阪

国

税

局

長

（

関

東

信

越

国

税

局

長

）

　

木

村

　

秀

美

関

東

信

越

国

税

局

長

（

大

臣

官

房

文

書

課

長

）

岩

佐

　

　

理

名

古

屋

国

税

局

長

（

理

財

局

次

長

）

湯

下

　

敦

史

防

衛

省

大

臣

官

房

審

議

官

（

広

島

国

税

局

長

）

　

寺

田

　

広

紀

兼

広

島

国

税

局

長

（

広

島

国

税

局

総

務

部

長

）

　

　

磯

見

　

竜

太

兼

国

税

庁

長

官

官

房

（

大

臣

官

房

公

文

書

監

理

官

）

奈

良

井

　

功

兼

国

税

庁

長

官

官

房

（

大

臣

官

房

政

策

立

案

総

括

審

議

官

）

渡

邊

　

　

輝

こ

ど

も

家

庭

庁

出

向

＜

長

官

官

房

長

＞

（

大

臣

官

房

審

議

官

＜

主

税

局

担

当

＞

）

中

村

　

英

正

主

税

局

総

務

課

長

兼

主

税

局

税

制

第

一

課

長

（

主

税

局

税

制

第

一

課

長

）

　

坂

本

　

成

範

近

畿

財

務

局

長

（

主

税

局

総

務

課

長

）

関

　

禎

一

郎

【

辞

職

】

（

国

税

庁

長

官

）

　

住

澤

　

　

整

（

大

臣

官

房

付

＜

東

京

国

税

局

長

＞

）

富

山

　

一

成

（

９

日

）

独

立

行

政

法

人

日

本

貿

易

振

興

機

構

本

部

農

林

水

産

食

品

部

次

長

（

国

税

庁

課

税

部

酒

税

課

酒

類

業

振

興

・

輸

出

促

進

室

長

）

　

保

井

久

理

子

国

家

公

務

員

共

済

組

合

連

合

会

経

理

部

長

（

国

税

不

服

審

判

所

管

理

室

長

）

　

下

野

　

哲

史

日

本

年

金

機

構

本

部

適

用

・

徴

収

管

理

監

（

国

税

庁

長

官

官

房

会

計

課

課

長

補

佐

）

鎌

田

　

絢

子

独

立

行

政

法

人

酒

類

総

合

研

究

所

醸

造

技

術

研

究

部

門

副

部

門

長

（

熊

本

国

税

局

課

税

部

鑑

定

官

室

主

任

鑑

定

官

）

篠

田

　

典

子

預

金

保

険

機

構

特

別

業

務

部

審

理

役

（

川

崎

北

税

務

署

特

別

国

税

調

査

官

＜

開

発

＞

）

千

田

　

純

市

東

京

地

方

裁

判

所

裁

判

所

調

査

官

（

荒

川

税

務

署

副

署

長

）

山

田

　

和

哉

東

京

地

方

裁

判

所

裁

判

所

調

査

官

（

沼

津

税

務

署

副

署

長

）

木

村

　

　

快

預

金

保

険

機

構

大

阪

業

務

部

次

長

（

浪

速

税

務

署

長

）

長

井

　

拓

也

大

阪

地

方

裁

判

所

裁

判

所

調

査

官

（

門

真

税

務

署

副

署

長

）

新

屋

　

浩

樹

【

辞

職

】

（

大

阪

国

税

局

総

務

部

企

画

課

業

務

セ

ン

タ

ー

室

＜

阪

神

分

室

＞

統

括

国

税

管

理

官

）

黒

澤

津

雄

一

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

毎

年

、

夏

に

な

る

と

終

戦

（

敗

戦

）

を

思

い

出

す

。

太

平

洋

戦

争

は

１

９

４

１

年

�

月

８

日

開

戦

、

緒

戦

は

ハ

ワ

イ

真

珠

湾

奇

襲

、

マ

レ

ー

半

島

・

フ

ィ

リ

ピ

ン

・

蘭

印

な

ど

侵

攻

に

成

功

し

た

が

、

�

年

６

月

ミ

ッ

ド

ウ

ェ

ー

海

戦

敗

北

以

降

、

米

軍

の

反

撃

を

受

け

要

地

を

失

い

、

�

年

に

は

沖

縄

、

硫

黄

島

戦

敗

北

、

東

京

は

じ

め

国

内

主

要

都

市

は

米

軍

爆

撃

を

受

け

、

約

３

百

万

人

の

戦

没

者

（

軍

民

）

は

じ

め

多

大

な

犠

牲

を

出

し

、

�

年

８

月

�

日

連

合

軍

に

降

伏

。

�

年

４

月

独

立

回

復

ま

で

国

土

は

占

領

、

大

日

本

帝

国

は

解

体

さ

れ

た

。

日

米

の

国

力

差

は

明

ら

か

で

あ

り

、

政

府

、

軍

部

は

対

米

戦

に

勝

て

な

い

と

知

り

な

が

ら

（

実

戦

調

査

結

論

は

敗

北

確

実

）

、

何

故

、

開

戦

し

た

の

か

。

　

開

戦

前

の

内

外

情

勢

は

、

�

年

満

州

事

変

（

陸

軍

）

、

�

年

五

・

一

五

事

件

（

犬

養

毅

総

理

殺

害

海

軍

テ

ロ

）

、

�

年

二

・

二

六

事

件

（

政

府

要

人

殺

害

陸

軍

下

克

上

テ

ロ

）

、

�

年

支

那

事

変

・

上

海

事

変

か

ら

華

北

、

華

中

、

華

南

侵

攻

（

日

中

戦

争

）

、

�

年

欧

州

で

第

２

次

世

界

大

戦

勃

発

、

日

本

軍

仏

印

進

駐

（

�

年

北

部

、

�

年

南

部

）

、

米

国

は

石

油

、

鉄

な

ど

対

日

禁

輸

（

�

～

�

年

）

、

�

年

７

月

在

米

資

産

凍

結

、

日

本

は

資

源

不

足

に

直

面

。

米

国

は

仏

印

、

中

国

か

ら

の

日

本

の

撤

兵

を

求

め

た

が

陸

軍

は

拒

否

。

海

軍

は

�

年

ロ

ン

ド

ン

軍

縮

条

約

脱

退

、

対

米

戦

に

備

え

軍

備

増

強

に

努

め

た

。

　

日

米

戦

に

つ

き

、

海

軍

は

「

緒

戦

は

勝

て

る

が

長

期

戦

は

自

信

が

な

い

」

と

は

言

っ

た

が

、

「

負

け

る

」

と

は

言

わ

ず

、

陸

軍

は

日

中

戦

で

多

く

の

戦

死

者

を

出

し

て

占

領

地

を

拡

大

し

て

お

り

、

中

国

か

ら

撤

兵

、

日

米

戦

は

戦

え

な

い

と

は

言

わ

な

か

っ

た

。

非

戦

の

動

き

が

あ

れ

ば

軍

部

過

激

派

暴

走

、

五

・

一

五

事

件

、

二

・

二

六

事

件

の

よ

う

な

下

克

上

の

内

乱

が

起

こ

る

危

険

も

あ

っ

た

。

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

、

世

論

は

日

中

戦

争

が

終

わ

ら

な

い

の

は

米

英

が

邪

魔

し

て

い

る

か

ら

と

し

て

日

中

戦

争

を

終

わ

ら

せ

る

た

め

に

は

対

米

戦

や

む

な

し

の

空

気

が

あ

っ

た

。

　

そ

う

し

た

情

勢

下

で

、

�

年

９

月

６

日

の

御

前

会

議

で

「

�

月

上

旬

ま

で

に

外

交

が

実

を

結

ば

な

い

場

合

に

は

対

米

英

蘭

戦

決

定

」

。

�

月

近

衛

文

麿

首

相

辞

職

、

東

條

英

機

首

班

指

名

に

際

し

、

木

戸

幸

一

内

府

は

９

月

６

日

決

定

の

白

紙

還

元

御

錠

（

非

戦

希

望

）

を

東

條

に

伝

え

、

東

條

は

、

�

月

�

日

か

ら

�

月

２

日

政

府

大

本

営

連

絡

会

議

で

論

議

し

た

が

結

論

は

変

わ

ら

ず

、

�

月

５

日

御

前

会

議

で

「

外

交

交

渉

で

打

開

を

図

る

が

、

不

成

立

の

場

合

、

武

力

発

動

の

時

期

を

�

月

初

旬

と

す

る

」

と

決

定

。

外

交

交

渉

は

実

ら

ず

、

�

月

１

日

の

御

前

会

議

で

開

戦

決

定

、

�

月

８

日

の

開

戦

に

至

っ

た

。

陸

海

軍

は

石

油

備

蓄

が

少

な

く

開

戦

は

早

い

方

が

良

い

、

国

力

の

差

は

精

神

論

で

補

う

な

ど

と

も

主

張

し

た

。

　

諸

般

の

事

情

は

あ

る

に

せ

よ

、

政

府

軍

首

脳

は

戦

争

終

結

へ

の

現

実

的

展

望

・

軍

略

を

欠

き

、

精

神

論

主

張

、

敗

北

問

題

を

棚

上

げ

、

勝

て

な

い

対

米

開

戦

を

決

定

し

た

。

国

の

将

来

を

考

え

、

身

を

挺

し

て

非

戦

を

説

く

実

力

あ

る

為

政

者

を

欠

き

、

国

、

国

民

の

将

来

へ

の

思

慮

を

欠

く

決

定

で

あ

っ

た

。

昭

和

天

皇

独

白

録

の

昭

和

天

皇

の

「

山

県

、

大

山

、

山

本

権

兵

衛

の

よ

う

な

大

人

物

に

欠

け

、

政

戦

両

略

不

十

分

な

者

が

多

か

っ

た

」

と

い

う

指

摘

は

正

鵠

を

射

て

い

る

。

（

匡

）

過去�年の民間国税審判官の採用状況

採用年度 応募者数 採用者数

採用後の

在籍者数

平成�年 � � �

　　�年 � � �

　　�年 � � �

　　�年 � � �

令和元年 � � �

　　２年 � � �

　　３年 � � �

　　４年 � � �

　　５年 � � �

　　６年 � � �

　

総

務

省

に

よ

る

と

、

今

月

７

日

時

点

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

交

付

枚

数

（

累

計

）

が

１

億

�

万

８

３

９

３

枚

と

な

り

、

１

億

枚

を

突

破

し

た

。

人

口

に

対

す

る

割

合

は

�

・

８

％

と

な

る

。

累

計

で

の

交

付

枚

数

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

交

付

さ

れ

た

後

に

亡

く

な

っ

た

人

な

ど

の

分

も

含

め

て

カ

ウ

ン

ト

さ

れ

て

お

り

、

交

付

さ

れ

た

カ

ー

ド

の

う

ち

、

実

際

に

保

有

さ

れ

て

い

る

枚

数

は

６

月

�

日

時

点

で

９

２

７

８

万

４

６

５

４

枚

、

人

口

に

対

す

る

割

合

は

約

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

普

及

に

伴

い

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

て

確

定

申

告

を

す

る

人

も

拡

大

し

て

お

り

、

令

和

５

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

で

は

、

自

宅

等

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

６

９

０

万

５

０

０

０

人

の

う

ち

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

人

は

４

８

５

万

１

０

０

０

人

と

、

４

年

前

の

元

年

分

の

８

倍

以

上

、

２

年

前

の

３

年

分

と

比

べ

て

も

２

倍

以

上

に

ま

で

増

加

し

て

い

る

。

　

他

方

で

、

自

宅

等

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

う

ち

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

お

よ

び

Ｉ

Ｃ

カ

ー

ド

リ

ー

ダ

ラ

イ

タ

が

普

及

す

る

ま

で

の

暫

定

的

な

対

応

と

位

置

付

け

ら

れ

て

い

る

「

Ｉ

Ｄ

・

パ

ス

ワ

ー

ド

方

式

」

を

利

用

し

た

人

は

、

３

年

分

の

１

８

２

万

８

０

０

０

人

を

ピ

ー

ク

に

、

そ

の

後

２

年

連

続

で

減

少

し

て

い

る

。

　

金

融

庁

は

５

日

、

「

中

小

企

業

の

事

業

再

生

等

に

関

す

る

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

の

活

用

実

績

に

つ

い

て

公

表

し

た

。

　

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

は

、

中

小

企

業

者

の

「

平

時

」

や

「

有

事

」

の

各

段

階

で

中

小

企

業

者

・

金

融

機

関

そ

れ

ぞ

れ

が

果

た

す

べ

き

役

割

を

明

確

化

し

、

事

業

再

生

等

に

関

す

る

基

本

的

な

考

え

方

を

示

す

と

と

も

に

、

よ

り

迅

速

に

中

小

企

業

者

が

事

業

再

生

等

に

取

り

組

め

る

よ

う

、

新

た

な

準

則

型

私

的

整

理

手

続

で

あ

る

「

中

小

企

業

の

事

業

再

生

等

の

た

め

の

私

的

整

理

手

続

」

と

し

て

「

再

生

型

私

的

整

理

手

続

」

と

「

廃

業

型

私

的

整

理

手

続

」

を

定

め

、

両

手

続

に

つ

い

て

具

体

的

に

示

し

た

も

の

。

　

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

で

定

め

ら

れ

た

私

的

整

理

手

続

の

５

年

度

の

活

用

実

績

を

見

る

と

、

債

務

減

免

を

含

む

「

再

生

型

私

的

整

理

手

続

」

�

件

、

債

務

減

免

を

含

ま

な

い

「

再

生

型

私

的

整

理

手

続

」

�

件

、

「

廃

業

型

私

的

整

理

手

続

」

�

件

の

合

計

１

３

３

件

の

事

業

再

生

計

画

・

弁

済

計

画

が

合

意

さ

れ

た

こ

と

を

同

庁

と

中

小

企

業

庁

は

確

認

、

前

年

度

よ

り

１

０

５

件

増

加

し

て

い

る

。

同

庁

は

昨

年

�

月

、

「

中

小

企

業

の

事

業

再

生

等

に

関

す

る

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

事

例

集

」

を

公

表

す

る

な

ど

、

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

利

用

が

進

ん

で

き

て

い

る

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

�

日

付

の

人

事

異

動

で

�

人

の

民

間

専

門

家

を

、

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

と

し

て

採

用

し

た

。

　

内

訳

は

、

弁

護

士

が

５

人

、

税

理

士

が

６

人

、

公

認

会

計

士

が

２

人

で

、

男

性

が

�

人

、

女

性

が

２

人

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

昨

年

の

採

用

者

数

は

�

人

だ

っ

た

。

　

�

日

付

で

�

人

が

採

用

さ

れ

、

民

間

専

門

家

か

ら

登

用

し

た

国

税

審

判

官

の

在

籍

者

数

は

�

人

と

な

り

、

審

判

所

の

半

数

が

民

間

人

だ

。

�

人

の

内

訳

は

、

弁

護

士

が

�

人

、

税

理

士

が

�

人

、

公

認

会

計

士

が

６

人

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

審

判

所

で

は

、

平

成

�

年

度

か

ら

民

間

専

門

家

の

採

用

を

始

め

て

い

る

。

令

和

６

年

度

の

応

募

者

数

は

、

�

人

と

過

去

最

少

（

表

参

照

）

で

、

こ

れ

に

つ

い

て

同

審

判

所

は

、

「

他

官

庁

や

公

共

団

体

で

、

任

期

付

職

員

の

募

集

が

増

え

て

い

る

こ

と

や

、

民

間

企

業

に

お

い

て

も

弁

護

士

や

公

認

会

計

士

の

採

用

が

増

え

て

い

る

こ

と

が

要

因

の

一

つ

で

は

な

い

か

」

と

し

て

い

る

。

　

審

判

所

で

は

、

７

年

度

の

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

の

募

集

を

、

８

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

ま

で

行

う

。

　

採

用

人

数

は

�

人

程

度

。

応

募

条

件

は

、

日

本

国

籍

の

弁

護

士

、

税

理

士

、

公

認

会

計

士

ま

た

は

大

学

の

教

授

も

し

く

は

准

教

授

の

職

に

あ

っ

た

経

歴

を

有

す

る

者

で

、

国

税

に

関

す

る

学

識

経

験

を

有

す

る

こ

と

な

ど

。

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

の

任

用

期

間

は

、

原

則

と

し

て

３

年

間

だ

が

、

更

新

の

可

能

性

が

あ

り

、

最

長

５

年

と

な

っ

て

い

る

。

　

審

判

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

、

「

募

集

要

項

」

、

応

募

の

た

め

の

所

定

の

「

履

歴

書

」

、

「

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

の

募

集

に

つ

い

て

の

Ｑ

＆

Ａ

」

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

募

集

に

関

す

る

説

明

会

は

、

８

月

�

日

、

９

月

�

日

に

、

オ

ン

ラ

イ

ン

（

Ｃ

ｉ

ｓ

ｃ

ｏ

Ｗ

ｅ

ｂ

ｅ

ｘ

Ｍ

ｅ

ｅ

ｔ

ｉ

ｎ

ｇ

ｓ

）

で

開

催

す

る

。

時

間

は

、

両

日

と

も

�

時

�

分

か

ら

�

時

�

分

。

説

明

会

の

申

込

み

は

、

参

加

希

望

回

の

前

日

�

時

ま

で

に

審

判

所

に

メ

ー

ル

（

ｓ

ａ

ｉ

ｙ

ｏ

－

ｓ

ｈ

ｉ

ｎ

ｐ

ａ

ｎ

＠

ｋ

ｆ

ｓ

．

ｎ

ｔ

ａ

．

ｇ

ｏ

．

ｊ

ｐ

）

で

申

し

込

む

。

説

明

会

に

関

す

る

詳

細

も

、

審

判

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

所

得

税

の

課

税

単

位

に

は

、

大

別

し

て

、

個

人

単

位

課

税

と

夫

婦

単

位

課

税

と

家

族

（

世

帯

）

単

位

課

税

が

あ

る

。

個

人

単

位

課

税

は

、

我

が

国

が

長

年

採

用

し

て

き

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

、

個

人

の

担

税

力

に

対

応

し

て

い

る

と

い

う

と

こ

ろ

に

特

徴

が

あ

る

。

　

夫

婦

単

位

課

税

に

つ

い

て

は

、

夫

婦

と

い

う

最

小

消

費

単

位

を

課

税

単

位

と

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

そ

の

場

合

に

も

、

夫

婦

の

所

得

を

合

算

し

て

累

進

税

率

を

適

用

す

る

と

い

う

非

分

割

型

と

夫

婦

の

合

計

所

得

金

額

を

二

分

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

に

累

進

税

率

を

適

用

し

て

税

額

を

算

出

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

税

額

を

合

算

す

る

方

法

が

あ

る

。

こ

れ

を

二

分

二

乗

方

式

と

い

う

。

　

家

族

（

世

帯

）

単

位

課

税

は

、

家

族

と

い

う

消

費

単

位

を

課

税

単

位

に

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

も

単

に

家

族

の

所

得

を

合

算

し

て

累

進

税

率

を

適

用

す

る

方

法

と

家

族

の

合

計

所

得

金

額

を

そ

の

家

族

数

で

分

割

し

て

そ

の

分

割

額

に

累

進

税

率

を

適

用

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

税

額

を

合

算

す

る

方

法

が

あ

る

。

こ

の

後

者

の

課

税

方

法

を

一

般

に

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

と

称

し

て

い

る

。

日

税

連

の

答

申

が

い

う

世

帯

単

位

課

税

と

は

、

こ

の

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

を

指

し

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

い

ず

れ

の

課

税

単

位

を

採

用

す

る

か

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

税

負

担

は

、

累

進

税

率

の

程

度

や

家

族

数

に

よ

っ

て

も

異

な

る

が

、

相

当

変

動

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

を

採

用

す

る

と

、

家

族

数

が

多

い

ほ

ど

、

税

負

担

が

少

な

く

な

る

こ

と

に

な

る

。

特

に

、

片

稼

ぎ

世

帯

で

、

所

得

金

額

が

高

額

の

人

に

と

っ

て

は

、

税

額

が

大

幅

に

減

少

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

こ

と

は

、

家

族

数

が

多

い

ほ

ど

、

通

常

は

子

ど

も

数

が

多

い

ほ

ど

、

所

得

税

額

が

減

少

す

る

こ

と

に

な

る

の

で

、

子

ど

も

を

増

や

す

こ

と

に

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

が

生

じ

、

少

子

化

対

策

と

し

て

は

、

最

も

望

ま

し

い

こ

と

に

な

る

。

そ

の

た

め

、

長

年

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

を

採

用

し

て

い

る

フ

ラ

ン

ス

で

は

、

先

進

主

要

国

の

中

で

最

も

高

い

出

生

率

を

示

し

て

い

る

（

も

っ

と

も

、

そ

れ

は

移

民

政

策

の

せ

い

で

あ

る

旨

の

説

も

見

受

け

ら

れ

る

）

。

　

そ

の

た

め

、

我

が

国

で

も

、

昨

年

初

め

、

自

民

党

幹

部

か

ら

、

深

刻

化

す

る

少

子

化

対

策

に

対

応

す

る

た

め

に

、

所

得

税

制

に

お

い

て

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

を

採

用

す

る

べ

き

旨

の

提

言

が

あ

っ

た

。

こ

の

提

言

は

、

ま

さ

に

的

を

射

た

も

の

で

あ

っ

た

が

、

そ

の

後

の

与

党

税

制

調

査

会

や

政

府

税

制

調

査

会

で

も

、

検

討

す

る

節

は

全

く

見

当

た

ら

な

い

、

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、

政

府

は

、

少

子

化

対

策

に

つ

い

て

は

、

児

童

手

当

等

を

拡

充

し

て

、

そ

の

財

源

を

確

保

し

よ

う

と

し

て

、

税

制

上

の

扶

養

控

除

等

を

削

減

す

る

こ

と

に

努

め

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

政

策

の

是

非

に

つ

い

て

は

、

別

途

検

討

す

る

こ

と

に

し

た

い

。

　

こ

の

よ

う

に

、

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

に

つ

い

て

は

、

我

が

国

で

は

敬

遠

さ

れ

が

ち

で

あ

る

。

そ

の

理

由

に

つ

い

て

、

日

税

連

答

申

は

、

共

稼

ぎ

世

帯

に

比

し

片

稼

ぎ

世

帯

が

有

利

に

な

る

、

高

所

得

者

世

帯

に

よ

り

有

利

に

作

用

し

公

平

負

担

の

要

請

に

反

す

る

、

世

帯

構

成

員

の

す

べ

て

の

所

得

を

正

確

に

捕

捉

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

、

等

を

挙

げ

て

い

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

先

の

よ

う

な

批

判

に

つ

い

て

は

、

次

の

よ

う

に

も

反

論

で

き

る

は

ず

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

所

得

税

の

課

税

単

位

に

つ

い

て

は

、

前

述

の

よ

う

に

大

別

し

て

三

つ

に

区

分

で

き

る

と

こ

ろ

、

そ

れ

ぞ

れ

一

長

一

短

が

あ

っ

て

い

ず

れ

の

課

税

単

位

が

優

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

い

は

ず

で

あ

る

。

さ

す

れ

ば

、

共

稼

ぎ

よ

り

片

稼

ぎ

が

有

利

に

な

る

旨

の

批

判

は

、

現

行

制

度

が

共

稼

ぎ

に

有

利

に

過

ぎ

た

か

ら

、

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

に

よ

っ

て

是

正

す

る

必

要

が

あ

る

と

も

言

え

る

。

　

ま

た

、

高

所

得

者

に

有

利

に

な

り

公

平

負

担

に

反

す

る

旨

の

批

判

は

、

家

族

が

少

な

け

れ

ば

従

前

と

そ

れ

ほ

ど

変

わ

り

が

な

い

は

ず

で

あ

り

、

家

族

が

多

け

れ

ば

、

そ

の

担

税

力

に

見

合

っ

た

税

負

担

に

な

る

と

も

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

し

て

、

所

得

の

捕

捉

の

問

題

は

、

個

人

ご

と

に

捕

捉

し

た

所

得

を

加

算

す

れ

ば

足

り

る

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

加

算

が

困

難

で

あ

る

こ

と

は

理

由

に

な

ら

な

い

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

上

、

個

人

ご

と

の

所

得

の

捕

捉

の

困

難

性

は

、

現

行

の

個

人

単

位

課

税

で

も

同

じ

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

て

み

る

と

、

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

移

行

へ

の

批

判

は

、

為

に

す

る

批

判

で

あ

る

に

過

ぎ

な

い

。

そ

れ

よ

り

も

、

現

在

で

は

、

近

い

将

来

、

市

町

村

の

相

当

数

が

消

滅

す

る

と

い

う

深

刻

な

少

子

化

の

中

で

は

、

と

に

か

く

子

ど

も

を

増

や

し

、

家

族

を

増

や

す

こ

と

に

効

果

が

あ

る

と

期

待

で

き

る

Ｎ

分

Ｎ

乗

方

式

へ

の

移

行

を

最

優

先

に

考

え

る

べ

き

で

あ

る

。

そ

し

て

、

子

ど

も

の

い

な

い

人

た

ち

は

、

老

い

た

ら

他

人

が

育

て

た

子

ど

も

の

世

話

（

介

護

等

）

に

な

る

こ

と

も

銘

記

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

　会計
・税務のデジタル対応のためには、会計システムを有効

的に活用することが必須となりますので、そのシステムの現況

と利用方法等について、２週にわたって検討していきたいと思

います。

　システムを検討する前にまず確認しておきたいのは、取り扱

っている取引記録の内容の把握です。紙の資料をどのくらい作

成しあるいは受領しているのか、インターネットバンキングや

キャッシュレス決済等のデジタル取引の利用の程度はどのくら

いかなど、記帳の基となる資料の内容により、最適となるシス

テムの選択に差が出るためです。

　さらに、これらの資料やデータをどのように処理していきた

いかといった指向性も必要となります。例えば、紙の資料をデ

ジタル処理しようと考えた場合、紙の資料をデジタルに取り込

むのか、そもそも紙の資料を使用しないようにするのかといっ

た方法の違いによって選択するシステムが異なってくるといっ

た状況が生じるためです。

　取引記録を如何に効率的かつ正確に記帳していくのか、その

データの保全や活用をどれだけ有効に行っていくのかといった

ことを目標とする以上、こうした現況把握が最も重要となりま

す。

　続いて、利用するシステムについてですが、会計システムに

も「オンプレミス型（インストール型）」と「クラウド型」の

システムがあります。前回説明したように、導入や管理の手間

がなくポータビリティにも優れるといったクラウド型の利点、

インターネット環境に依存せずシステムのカスタマイズにも対

応できるといったオンプレミス型の利点など、双方のメリット

が異なるため、そうした特性を理解したうえでシステムの選択

をすべきだと考えます。

　また、会計データは事業者と税理士等との間で共有すること

も多いはずですので、その両者間でのシームレスな共有といっ

た観点も重要です。同一のシステムであれば、当然共有につい

て問題はありませんが、他システム間であっても、データ連動

について親和性が高いものもありますし、一旦ＣＳＶ（値等を

カンマで区切ったテキストデータ）ファイルなどに変換した後

に共有する方法などもあるため、そうした機能の利用の可否の

確認も必要な判断ポイントになります。

　その他、会計システムと税務申告システムのフィッテイング

も検討すべき点です。こちらも同一メーカー内での連携が最も

利便性が高いといえますが、他システム間であっても、会計デー

タの税務申告システムへの取込みが可能なケースもあります。

　デジタルデータを活用する利点の一つは、こうしたデータの

共有や連動性の高さにあるため、システムの選択において極め

て重要な判断基準となります。システムの導入や変更の際には

優先的に確認したい点となります。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

源

泉

徴

収

事

務

に

従

事

さ

れ

る

方

々

が

、

源

泉

徴

収

制

度

の

仕

組

み

や

趣

旨

を

十

分

に

理

解

し

て

頂

く

こ

と

が

出

来

る

よ

う

、

源

泉

所

得

税

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

図

表

や

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

を

多

用

し

て

体

系

的

に

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

　

今

回

の

改

訂

に

あ

た

っ

て

は

、

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

を

は

じ

め

、

源

泉

徴

収

の

対

象

と

さ

れ

る

報

酬

・

料

金

等

の

範

囲

の

改

正

や

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

の

利

便

性

の

向

上

を

図

る

措

置

と

い

っ

た

令

和

６

年

度

税

制

改

正

、

並

び

に

令

和

７

年

１

月

１

日

以

後

に

支

払

い

を

受

け

る

べ

き

給

与

等

に

つ

い

て

提

出

す

る

扶

養

控

除

等

申

告

書

か

ら

提

出

で

き

る

こ

と

と

な

る

「

簡

易

な

扶

養

控

除

等

申

告

書

」

の

取

扱

い

の

概

要

を

織

り

込

み

更

に

内

容

を

充

実

。

　

「

総

則

」

か

ら

始

ま

り

、

「

給

与

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

」

「

利

子

所

得

に

対

す

る

源

泉

徴

収

」

「

報

酬

・

料

金

等

に

対

す

る

源

泉

徴

収

」

「

非

居

住

者

及

び

外

国

法

人

に

対

す

る

源

泉

徴

収

」

「

特

定

口

座

内

保

管

上

場

株

式

等

の

譲

渡

所

得

等

の

源

泉

徴

収

」

「

源

泉

徴

収

票

及

び

支

払

調

書

の

作

成

、

提

出

」

「

令

和

６

年

度

税

制

改

正

の

主

な

改

正

事

項

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

Ｂ

５

判

、

６

４

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

５

２

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

し

た

修

正

申

告

書

の

提

出

は

、

国

税

通

則

法

第

�

条

《

過

少

申

告

加

算

税

》

第

５

項

の

「

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

更

正

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

場

合

」

に

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

修正申告に至るまでの流れ等（認定事実）

令和４年

９月６日

～�日　

本件調査担当職員は、所得税法第

２２８条の３の２の規定に基づきＡ

社から提出された調書を基に作成

された資料の内容を確認した（本

件各インセンティブ報酬に係る経

済的利益の額等）。

９月�日

本件調査担当職員は、請求人に本

件電話をした。

９月�日

請求人は、本件調査担当職員に対

し、９月�日に税務署を訪問する

旨を伝えた。

９月�日

請求人は、本件代理人が用意して

いる「初回お問合せフォーム」を

利用して、要旨次のとおり問合せ

等をした。

①税務署から突然電話がかかって

きて、本件各インセンティブ報酬

について確認したいと言われた。

②ＲＳＵについて制限解除された

金額が複数年申告漏れになってい

ることが①の電話連絡の原因だと

思う。

③９月�日に税務署に行く約束を

したため、その前に、過去に遡って

申告及び納税を済ませたいと思っ

ており、サポートをお願いしたい。

９月�日

本件代理人は、本件各修正申告書

を提出した。

　

審

査

請

求

人

が

、

勤

務

先

で

あ

る

内

国

法

人

の

親

会

社

（

外

国

法

人

）

の

株

式

報

酬

制

度

に

基

づ

い

て

支

給

さ

れ

た

株

式

に

係

る

給

与

所

得

の

申

告

が

漏

れ

て

い

た

と

し

て

、

所

得

税

等

の

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

修

正

申

告

書

の

提

出

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

修

正

申

告

書

の

提

出

時

に

お

い

て

調

査

が

あ

っ

た

と

は

い

え

な

い

な

ど

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

調

査

の

内

容

や

進

捗

状

況

、

請

求

人

の

認

識

、

修

正

申

告

に

至

る

経

緯

、

修

正

申

告

と

調

査

内

容

と

の

関

連

性

な

ど

の

事

情

を

総

合

考

慮

し

て

判

断

す

る

と

、

当

該

修

正

申

告

書

の

提

出

は

、

「

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

更

正

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

場

合

」

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

５

年

�

月

７

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

か

ら

令

和

２

年

に

お

い

て

、

Ａ

社

に

勤

務

し

て

お

り

、

Ａ

社

の

親

会

社

で

あ

り

、

米

国

に

所

在

す

る

法

人

で

あ

る

Ｂ

社

（

本

件

親

会

社

）

か

ら

付

与

さ

れ

て

い

た

制

限

株

式

ユ

ニ

ッ

ト

（

Ｒ

Ｓ

Ｕ

）

の

制

限

解

除

及

び

従

業

員

持

株

購

入

プ

ラ

ン

（

Ｅ

Ｓ

Ｐ

Ｐ

）

へ

の

参

加

に

基

づ

き

本

件

親

会

社

の

株

式

を

時

価

よ

り

低

額

で

取

得

し

た

こ

と

に

よ

る

各

経

済

的

利

益

（

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

）

を

受

け

た

。

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

分

、

�

年

分

、

令

和

元

年

分

及

び

２

年

分

（

本

件

各

年

分

）

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

確

定

申

告

書

を

原

処

分

庁

に

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

内

に

提

出

し

た

。

な

お

、

請

求

人

は

、

本

件

各

申

告

に

お

い

て

、

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

に

係

る

給

与

所

得

を

申

告

し

て

い

な

か

っ

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

本

件

調

査

担

当

職

員

は

、

４

年

９

月

�

日

、

請

求

人

に

対

し

、

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

に

つ

い

て

確

認

し

た

い

旨

電

話

連

絡

（

本

件

電

話

）

し

た

。

　

Ｃ

税

理

士

法

人

（

本

件

代

理

人

）

は

、

４

年

９

月

�

日

、

請

求

人

か

ら

の

依

頼

を

受

け

、

本

件

各

年

分

に

係

る

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

本

件

各

修

正

申

告

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

調

査

担

当

職

員

が

、

請

求

人

に

対

し

て

、

調

査

ま

た

は

行

政

指

導

の

行

為

の

い

ず

れ

の

事

務

と

し

て

行

う

か

を

明

示

し

て

い

な

い

か

ら

、

通

則

法

第

�

条

第

５

項

に

規

定

す

る

「

調

査

」

が

あ

っ

た

と

は

い

え

な

い

た

め

、

本

件

各

修

正

申

告

書

の

提

出

が

、

同

項

に

規

定

す

る

「

そ

の

申

告

に

係

る

国

税

に

つ

い

て

の

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

国

税

に

つ

い

て

更

正

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

な

い

場

合

」

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

調

査

担

当

職

員

は

、

請

求

人

が

本

件

親

会

社

か

ら

受

け

た

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

が

記

載

さ

れ

た

資

料

の

内

容

と

請

求

人

の

確

定

申

告

書

の

記

載

内

容

と

を

比

較

検

討

す

る

こ

と

に

よ

り

、

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

に

係

る

給

与

所

得

の

申

告

金

額

が

計

上

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

あ

ら

か

じ

め

確

認

し

た

上

で

、

請

求

人

に

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

を

確

認

す

る

旨

の

本

件

電

話

を

し

た

と

推

認

さ

れ

、

こ

れ

ら

の

行

為

は

本

件

調

査

担

当

職

員

の

課

税

標

準

等

ま

た

は

税

額

等

を

認

定

す

る

に

至

る

一

連

の

判

断

過

程

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

通

則

法

第

�

条

第

５

項

に

規

定

す

る

「

調

査

」

が

あ

っ

た

場

合

に

該

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

。

　

そ

し

て

、

調

査

の

内

容

・

進

捗

状

況

、

調

査

の

内

容

・

進

捗

状

況

に

関

す

る

請

求

人

の

認

識

、

修

正

申

告

に

至

る

経

緯

、

修

正

申

告

と

調

査

の

内

容

と

の

関

連

性

に

係

る

各

事

情

か

ら

す

れ

ば

、

修

正

申

告

の

時

点

に

お

い

て

、

本

件

調

査

担

当

職

員

に

よ

る

調

査

は

、

そ

の

後

の

調

査

が

進

行

し

確

定

申

告

が

本

件

各

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

報

酬

を

計

上

し

な

い

不

適

正

な

も

の

で

あ

る

こ

と

が

発

覚

し

更

正

に

至

る

で

あ

ろ

う

と

い

う

こ

と

が

客

観

的

に

相

当

程

度

の

確

実

性

を

も

っ

て

認

め

ら

れ

る

段

階

に

達

し

て

い

た

と

い

う

べ

き

で

あ

り

、

ま

た

、

請

求

人

は

、

本

件

電

話

を

受

け

て

か

ら

本

件

代

理

人

に

依

頼

し

、

修

正

申

告

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

や

が

て

更

正

に

至

る

べ

き

こ

と

を

認

識

し

た

上

で

修

正

申

告

を

決

意

し

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

各

修

正

申

告

書

の

提

出

は

、

「

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

更

正

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

場

合

」

に

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　フリーランス保護法は、特定

業務委託事業者（業務委託事業

者を含む）と特定受託事業者と

の間の業務委託に係る取引に適

用されます。

　業務委託とは、事業者がその

事業のために他の事業者に①物

品の製造（加工を含む）、②情

報成果物の作成、または③役務

の提供を委託することをいい、

委託とは、物品・情報成果物・

役務の仕様・内容を指定してそ

の製造や作成・提供を依頼する

ことをいいます。つまり、事業

者間（ＢｔｏＢ）における委託取

引が対象となります。

　なお、下請法では対象外とな

る①建設工事、②役務提供委託

の「事業者が自ら用いる役務を

他の事業者に委託する」場合も、

フリーランス保護法では対象と

なります。

　どのような取引が同法の対象

になるのか、個人カメラマンを

例に説明します。

　図の①の企業が宣伝用の写真

撮影をフリーランスである個人

カメラマンに依頼する場合、取

引の相手方が事業者であり、取

引の内容も業務委託のため、同

法の対象となります。

　なお、この事業者間取引にお

ける業務委託には、従業員を使

用しない事業者（業務委託事業

者）が特定受託事業者に業務委

託をする場合も含まれます。つ

まり、フリーランスがフリーラ

ンスに業務委託をする場合も含

まれます。ただし、業務委託を

するフリーランスに課される義

務は、書面等による取引条件の

明示のみとなります。

　図の②の一般家庭から家族写

真の撮影を依頼される場合は、

取引の内容としては業務委託で

すが、発注者が事業者ではなく

消費者であるため、ＢｔｏＢでは

なくＢｔｏＣとなりますので、同

法の対象外となります。

　図の③のカメラマンが自作の

写真集をネットなどで販売する

ような場合は、取引先に事業者

も含まれる取引ですが、業務委

託ではなく、単なる商品の販売

行為になるため、こちらも同法

の対象外となります。

　

ジ

ャ

ケ

買

い

。

コ

ン

テ

ン

ツ

の

ま

え

に

、

表

面

の

デ

ザ

イ

ン

に

魅

了

さ

れ

、

Ｃ

Ｄ

や

本

、

そ

し

て

雑

誌

を

購

入

す

る

。

そ

ん

な

時

代

が

あ

っ

た

。

と

い

う

か

、

あ

り

ま

し

た

よ

ね

？

　

デ

ジ

タ

ル

の

時

代

は

、

デ

ー

タ

で

情

報

を

得

る

こ

と

が

容

易

に

な

っ

た

。

税

法

で

い

え

ば

、

判

例

な

ど

の

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

を

研

究

者

は

重

宝

す

る

。

昔

と

違

っ

て

大

学

生

も

、

こ

れ

ら

を

日

々

活

用

し

て

い

る

。

　

い

ま

だ

ア

ナ

ロ

グ

が

主

流

な

の

が

、

法

律

書

で

あ

る

。

小

説

や

漫

画

や

ビ

ジ

ネ

ス

書

な

ど

の

一

般

書

は

、

「

ア

ナ

ロ

グ

に

す

る

か

、

デ

ジ

タ

ル

に

す

る

か

」

を

、

読

者

が

選

べ

る

時

代

に

な

っ

た

。

電

子

書

籍

も

充

実

し

て

い

る

。

こ

れ

に

対

し

て

法

律

書

は

、

ま

だ

そ

う

は

な

っ

て

い

な

い

。

　

ん

？

　

な

ん

の

話

を

し

よ

う

と

し

た

の

だ

っ

け

？

　

そ

う

だ

。

税

法

界

で

「

ジ

ャ

ケ

買

い

を

し

た

」

と

の

声

を

耳

に

す

る

、

唯

一

無

二

と

い

っ

て

よ

い

書

籍

が

あ

る

。

　

装

丁

の

斬

新

さ

は

、

初

版

が

刊

行

さ

れ

た

２

０

１

０

年

に

、

業

界

に

衝

撃

を

与

え

た

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

　

ジ

ャ

ケ

買

い

の

で

き

る

税

法

の

体

系

書

は

、

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

生

や

税

法

研

究

を

す

る

大

学

院

生

に

と

っ

て

、

優

れ

た

基

本

書

に

な

っ

た

。

愛

用

す

る

学

生

は

多

い

。

　

そ

ん

な

谷

口

教

授

の

税

法

基

本

講

義

を

、

税

実

務

に

た

ず

さ

わ

る

方

は

、

ご

存

じ

で

あ

ろ

う

か

。

実

務

家

に

は

、

金

子

租

税

法

を

改

訂

の

都

度

購

入

し

て

き

た

方

が

多

い

と

観

察

さ

れ

る

。

一

方

で

、

そ

の

他

に

現

在

あ

る

優

れ

た

税

法

体

系

書

に

ま

で

手

が

届

い

て

い

る

方

は

、

少

な

い

よ

う

に

感

じ

る

。

実

務

に

直

接

の

答

え

を

与

え

な

い

と

思

わ

れ

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

　

し

か

し

、

刊

行

か

ら

�

年

経

ち

、

こ

の

間

に

初

め

て

税

法

に

触

れ

、

研

鑽

を

重

ね

て

法

曹

や

税

務

の

専

門

家

に

な

っ

た

若

い

方

は

、

年

々

増

え

て

い

る

。

こ

の

世

代

は

、

本

書

で

税

法

の

世

界

観

の

一

部

を

築

い

て

き

た

も

の

と

想

像

す

る

。

　

初

版

が

刊

行

さ

れ

た

半

年

後

。

法

科

大

学

院

の

租

税

法

の

授

業

担

当

の

依

頼

を

受

け

た

。

そ

の

た

め

刊

行

時

か

ら

、

わ

た

し

に

は

必

須

の

基

本

書

に

な

っ

た

。

�

年

間

読

ん

で

き

た

が

、

改

訂

も

繰

り

返

し

行

わ

れ

、

現

在

は

第

７

版

が

手

元

に

あ

る

。

　

初

版

刊

行

の

翌

年

に

、

自

著

が

日

税

研

究

賞

を

受

賞

し

た

。

そ

の

授

賞

式

で

、

初

め

て

著

者

の

谷

口

先

生

に

お

目

か

か

っ

た

。

�

代

半

ば

の

弁

護

士

の

こ

ろ

、

そ

の

後

に

お

付

き

合

い

が

始

ま

る

と

は

思

い

も

し

な

か

っ

た

。

ご

縁

が

あ

り

、

現

在

は

共

著

テ

キ

ス

ト

も

刊

行

し

て

い

る

。

　

名

前

を

与

え

る

こ

と

は

、

概

念

に

光

を

灯

す

こ

と

に

な

る

と

思

う

。

ジ

ャ

ケ

買

い

を

強

調

し

た

が

、

内

容

も

崇

高

で

あ

る

。

　

本

書

に

は

、

他

の

テ

キ

ス

ト

に

な

い

名

前

が

様

々

登

場

す

る

。

た

と

え

ば

、

二

重

課

税

を

排

除

す

る

非

課

税

規

定

の

説

明

で

は

、

「

別

世

界

説

」

が

展

開

さ

れ

る

。

　

ひ

と

り

の

学

者

が

税

法

の

世

界

を

理

論

で

構

築

す

る

こ

と

は

、

容

易

な

こ

と

で

は

な

い

。

こ

れ

が

貫

徹

さ

れ

た

本

書

に

は

、

突

出

し

た

存

在

感

が

あ

る

。

税

法

で

何

か

を

考

え

る

と

き

に

本

書

を

紐

解

く

と

、

答

え

や

ヒ

ン

ト

が

明

確

に

書

い

て

あ

る

。

　

時

代

を

超

え

、

開

け

ば

必

ず

示

唆

が

得

ら

れ

る

。

実

務

家

時

代

に

そ

う

感

じ

て

い

た

法

学

の

天

才

に

よ

る

書

籍

が

あ

っ

た

。

そ

う

、

本

書

は

、

そ

の

我

妻

民

法

の

税

法

版

な

の

だ

と

思

う

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

南

九

州

税

理

士

会

（

東

秀

優

会

長

）

は

６

月

�

日

、

大

分

市

で

第

�

回

定

期

総

会

を

開

催

し

た

。

　

東

会

長

の

あ

い

さ

つ

＝

写

真

＝

に

続

き

、

令

和

６

年

度

事

業

計

画

の

重

点

施

策

と

し

て

▽

税

理

士

業

務

の

Ｉ

Ｃ

Ｔ

化

推

進

を

通

じ

た

納

税

義

務

者

の

利

便

性

向

上

の

た

め

、

会

員

事

務

所

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

支

援

す

る

▽

中

小

企

業

の

事

業

承

継

対

策

を

図

る

た

め

、

中

小

企

業

税

制

の

周

知

お

よ

び

日

税

連

事

業

承

継

サ

イ

ト

へ

の

会

員

登

録

を

推

進

す

る

と

と

も

に

、

関

係

省

庁

等

と

の

連

携

・

協

力

の

も

と

、

中

小

企

業

支

援

に

関

す

る

施

策

を

積

極

的

に

講

ず

る

▽

税

理

士

会

お

よ

び

税

理

士

制

度

の

発

展

に

向

け

た

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

事

業

を

実

施

す

る

―

―

な

ど

�

項

目

を

決

め

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

北

法

人

会

青

年

部

会

（

伊

藤

龍

平

部

会

長

）

は

４

月

か

ら

７

月

に

か

け

て

、

小

学

６

年

生

を

対

象

に

し

た

租

税

教

室

６

校

の

開

催

を

計

画

し

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

５

月

�

日

に

開

催

し

た

太

平

南

小

学

校

で

は

、

学

校

か

ら

の

要

請

を

受

け

租

税

教

室

に

引

き

続

き

「

キ

ャ

リ

ア

教

育

」

の

授

業

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

租

税

教

室

で

は

、

税

の

意

義

や

役

割

、

税

金

の

種

類

や

使

わ

れ

方

を

ク

イ

ズ

形

式

で

楽

し

く

学

び

、

終

了

時

に

は

１

億

円

の

レ

プ

リ

カ

を

持

ち

上

げ

て

重

さ

を

体

感

し

た

。

　

ま

た

、

「

キ

ャ

リ

ア

教

育

」

で

は

、

石

黒

真

司

副

部

会

長

が

講

師

と

な

り

、

自

身

が

Ｇ

Ｍ

を

務

め

る

㈱

ナ

ン

シ

ン

デ

ザ

イ

ン

の

沿

革

や

業

務

内

容

を

ス

マ

ホ

に

保

存

し

た

情

報

を

ス

ク

リ

ー

ン

に

映

し

だ

し

て

説

明

し

、

そ

の

一

方

で

、

児

童

が

「

将

来

ど

ん

な

仕

事

を

し

た

い

の

か

」

「

な

ぜ

そ

の

仕

事

を

し

た

い

の

か

」

を

問

い

か

け

る

な

ど

、

対

話

を

大

事

に

し

な

が

ら

授

業

を

進

め

た

。

　

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

社

会

で

は

、

ス

マ

ホ

や

パ

ソ

コ

ン

を

使

っ

て

た

く

さ

ん

の

情

報

を

入

手

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

、

興

味

の

あ

る

仕

事

を

調

べ

、

自

分

が

や

り

た

い

仕

事

・

進

み

た

い

道

を

見

つ

け

、

そ

の

目

標

を

実

現

す

る

た

め

に

努

力

す

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

と

熱

く

語

り

、

授

業

を

締

め

く

く

っ

た

。

　

九

州

北

部

税

理

士

会

（

丸

山

二

也

会

長

）

は

６

月

�

日

、

佐

賀

市

で

開

催

し

た

定

期

総

会

の

懇

親

会

の

席

上

、

佐

賀

県

内

お

よ

び

長

崎

県

内

で

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

を

行

っ

て

い

る

２

団

体

に

対

し

て

助

成

金

各

�

万

円

を

贈

呈

し

た

。

管

内

（

北

部

九

州

３

県

内

）

で

さ

ま

ざ

ま

な

形

で

地

域

社

会

に

貢

献

し

て

い

る

団

体

の

支

援

を

目

的

に

毎

年

、

実

施

し

て

い

る

も

の

。

　

今

回

の

２

団

体

は

、

不

登

校

や

引

き

こ

も

り

等

の

社

会

生

活

を

営

む

上

で

困

難

を

抱

え

る

若

者

や

家

族

ら

を

対

象

に

、

問

題

解

決

に

向

け

た

支

援

事

業

を

行

っ

て

い

る

「

特

定

非

営

利

活

動

法

人

ス

チ

ュ

ー

デ

ン

ト

・

サ

ポ

ー

ト

・

フ

ェ

イ

ス

」

（

武

雄

市

）

と

、

長

崎

県

内

で

子

ど

も

食

堂

を

運

営

し

て

い

る

関

係

者

ら

が

連

携

し

、

子

ど

も

た

ち

の

健

や

か

な

育

ち

や

、

す

べ

て

の

人

が

暮

ら

し

や

す

い

ま

ち

づ

く

り

を

目

指

し

て

活

動

し

て

い

る

「

な

が

さ

き

子

ど

も

食

堂

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

」

（

佐

世

保

市

）

。

　

丸

山

会

長

＝

写

真

左

＝

が

両

団

体

の

代

表

に

目

録

を

手

渡

し

、

各

代

表

が

お

礼

と

と

も

に

活

動

内

容

の

紹

介

を

行

っ

た

。

　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

（

尾

崎

裕

会

長

）

は

６

月

�

日

、

大

阪

新

阪

急

ホ

テ

ル

で

「

令

和

６

年

度

定

時

評

議

員

会

」

を

開

催

し

た

。

　

尾

崎

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

い

て

議

事

に

入

り

、

５

年

度

事

業

報

告

と

決

算

、

任

期

満

了

に

伴

う

評

議

員

、

理

事

お

よ

び

監

事

の

選

任

な

ど

す

べ

て

の

議

案

を

承

認

。

６

年

度

事

業

計

画

と

収

支

予

算

に

つ

い

て

報

告

が

さ

れ

た

。

　

続

い

て

開

催

さ

れ

た

臨

時

理

事

会

で

は

、

会

長

、

副

会

長

、

専

務

理

事

、

代

表

理

事

お

よ

び

業

務

執

行

理

事

の

選

定

が

審

議

さ

れ

、

承

認

さ

れ

た

。

尾

崎

会

長

が

退

任

し

、

本

荘

武

宏

氏

が

新

会

長

に

就

任

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

、

堀

内

斉

大

阪

国

税

局

長

ら

が

出

席

す

る

中

、

表

彰

式

が

開

催

さ

れ

、

退

任

会

長

に

対

す

る

感

謝

状

等

の

贈

呈

、

会

員

拡

大

等

に

尽

力

し

た

納

税

協

会

に

対

す

る

表

彰

な

ど

が

行

わ

れ

た

。

　

東

京

税

理

士

会

麹

町

支

部

（

近

藤

正

邦

支

部

長

）

は

６

月

�

日

、

都

内

の

都

市

セ

ン

タ

ー

ホ

テ

ル

で

総

会

と

懇

親

会

を

開

い

た

。

　

来

賓

に

は

、

麹

町

税

務

署

の

佐

藤

寿

一

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

近

藤

支

部

長

は

懇

親

会

で

、

「

支

部

の

事

業

に

つ

き

ま

し

て

は

楽

し

く

や

っ

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

今

後

も

『

ス

マ

ー

ト

・

ス

マ

イ

ル

麹

町

』

を

キ

ャ

ッ

チ

フ

レ

ー

ズ

に

、

事

業

を

実

施

し

て

い

き

ま

す

の

で

、

ご

協

力

お

願

い

し

ま

す

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

一

般

社

団

法

人

神

奈

川

県

法

人

会

連

合

会

（

高

橋

伸

昌

会

長

）

は

６

月

�

日

、

横

浜

ベ

イ

ホ

テ

ル

東

急

で

総

会

・

法

人

会

功

労

者

表

彰

祝

賀

会

を

開

い

た

。

　

来

賓

に

は

、

東

京

国

税

局

課

税

第

二

部

の

伴

充

次

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

高

橋

会

長

は

あ

い

さ

つ

で

、

「

今

年

の

『

税

を

考

え

る

週

間

』

で

は

、

神

奈

川

県

連

と

し

て

、

小

田

原

、

新

横

浜

、

武

蔵

小

杉

の

各

駅

で

税

務

広

報

を

行

お

う

と

思

っ

て

い

ま

す

。

法

人

会

の

活

動

で

あ

る

税

や

税

の

大

切

さ

を

伝

え

る

た

め

の

広

報

を

し

て

い

き

た

い

」

な

ど

と

述

べ

た

＝

写

真

。

　

東

京

税

理

士

会

大

森

支

部

（

髙

橋

晃

一

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

都

内

の

プ

ラ

ザ

ア

ペ

ア

で

総

会

を

開

い

た

。

　

来

賓

に

は

、

大

森

税

務

署

の

遠

藤

昌

久

署

長

ら

が

招

か

れ

た

。

　

髙

橋

支

部

長

は

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

化

な

ど

に

触

れ

、

「

多

く

の

先

生

方

は

電

子

申

告

に

取

り

組

ん

で

い

た

だ

い

て

い

る

と

思

い

ま

す

が

、

ま

だ

取

り

組

ん

で

い

な

い

先

生

方

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

今

年

中

に

イ

ン

フ

ラ

を

整

え

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

千

葉

東

税

務

署

（

大

関

吉

則

署

長

）

は

６

月

�

日

、

同

署

内

で

「

ビ

ー

ル

・

発

泡

酒

の

製

造

者

向

け

研

修

会

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

研

修

会

は

、

近

年

千

葉

県

下

に

お

い

て

、

ビ

ー

ル

・

発

泡

酒

の

製

造

場

が

増

加

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

記

帳

義

務

等

の

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

の

維

持

・

向

上

、

日

本

産

酒

類

の

輸

出

振

興

に

係

る

取

組

推

進

、

製

造

者

間

の

情

報

交

換

を

目

的

と

し

て

開

催

し

た

も

の

。

　

冒

頭

、

東

京

国

税

局

酒

類

業

調

整

官

が

、

研

修

会

の

意

義

を

説

明

、

そ

の

後

帳

簿

作

成

・

記

帳

等

に

お

け

る

留

意

事

項

（

千

葉

東

税

務

署

）

、

②

ビ

ー

ル

の

輸

出

の

現

状

等

（

ジ

ェ

ト

ロ

千

葉

情

報

セ

ン

タ

ー

）

に

つ

い

て

説

明

が

あ

り

、

引

き

続

き

、

製

造

者

間

の

情

報

交

換

を

行

っ

た

。

　

製

造

業

間

の

情

報

交

換

の

場

で

は

、

日

頃

の

製

造

に

関

す

る

疑

問

点

や

イ

ベ

ン

ト

情

報

の

共

有

方

法

な

ど

、

参

加

者

間

で

活

発

な

情

報

交

換

が

行

わ

れ

、

有

意

義

な

も

の

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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